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 これは、四万温泉の湯宿（温泉旅館）が守るべきとされた決まり・規定です。

江戸時代前期の元禄６（1693）年に、幕府代官雨宮勘兵衛の名前で出されまし

た。 

 四万温泉の歴史は古く、当地の日向見（ひなたみ）薬師堂は室町時代後期に建

てられ、県内では現存最古の寺院建築です（国指定重要文化財）。今回の関善平家

文書は、アニメ「千と千尋の神隠し」を想起させる建物を有する旅館としても有

名な積善館（せきぜんかん）を経営してきた家の文書です。 

 

四万温泉に関する年代の古い文書として、延宝４（1676）年から天和２

（1682）年までに領主へ上納した「湯銭」の書き上げ（No.46/241）などが伝わっ

ています。真田家（沼田藩）が当地を支配していた時代に、湯宿の経営と領主へ

の貢納があったことがわかります（真田家は延宝８年に改易された）。 

この「覚」によれば、元禄６年に湯銭は廃止されました。今後は「宿賃」を取

るだけで、お金に関する不当な要求はしないこと、身寄りのない孤弱な者等を難

儀な目に遭わせないこと、博奕・売春の禁止、などの決まりが掲げられていま

す。 

 

興味深いのは、「五日湯」（第１条）や「米・塩」等の食べ物（第４条）につい

ての文言です。現在の一般的な温泉旅行とは異なり、客が日々の食料を買うなど

して自炊しながら、ある程度の日数滞在していた「湯治」の様子がうかがえま

す。 

 なお、同じ吾妻郡の草津温泉にも、一部を除き同じ内容の湯宿規定が伝わって

います（旧・吾妻郡六合村「市川義夫家文書」PF0207 No.6/185）。そのため、主

要な温泉地に対し、一斉に通達されたものと考えられます。 

 ※関善平家文書は、複製本による閲覧です（マイクロフィルム収集文書） 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


